
 

各戸配布一部ずつお取りください 

 

令和７年 
７月 １日
発行  

日坂小学校・東山口小学校 
統合準備委員会だより 

発行：掛川市教育委員会 

第２号  

 
 

＼第1回総務部会と通学部会が開催されました／ 
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６月 26日（木）に 第 1回総務部会を、東山口地域生涯学習センターで開催しました。第 1回では、

学校名と閉校記念事業・閉校記念誌について検討しました。 

学校名については、各委員から意見を述べていただいた後、事務局から校名変更によるメリット・デメリットに

ついて説明しました。 

７月１日（火）に 第 1回通学部会を日坂地域生涯学習センターで開催しました。第 1回では事務局

から遠距離通学支援の基準について説明しました。 

今後は日坂・東山地区を対象に保護者説明会を開催し、保護者の皆様の意見も踏まえて通学支援の

対象者を検討していきます。 

【総務部会での ご意見】 

・栄川小学校という名前が良いのではないか。 

・子ども達が統合を新しい学校のスタートとして捉えられると良い。 

・校名は変更せずに、校名の変更にかかる費用や労力を、子ども達のために使う方が良いのではないか。 

・将来的に小中一貫校を整備するのなら、現段階で校名を変える必要は無いのではないか。 

・10 年後の小中一貫校化を考えるのではなく、今通っている子ども達のことを考えて欲しい。 

・幼稚園から中学校卒業まで変わらない名前を作ることで、子ども達の一体感が生まれるのではないか。 

・学校の負担軽減についても考慮する必要がある。 

・地域が学校や子ども達を支える方法を考えることも大切ではないか。 

 

掛川市では小学校の通学支援として、通学距離４km以上の児童を対象に 

①公共交通機関の定期券の支給 又は ②スクールバスの運行 を市の負担で行っています。 

（市内の小学校７校、中学校 3校、計 110名の児童・生徒が通学支援の対象です。） 

【掛川市の通学支援基準について】 

【基準の変更を検討する背景】 

【通学支援の対象者について検討しています】 

小学校低学年の歩行速度を考慮すると

通学距離は３km以内が妥当であると

考えられます。 
 

適正な学校規模の条件（国） 

小学校の通学距離を４km以内 
 

【通学距離】 

適正規模・配置に関する手引き（文科省） 

通学時間の目安を 1時間以内 

【通学時間】 

通学条件 

学校再編や統合により、今後は通学距離が

３km 以上になる徒歩通学児童の増加が

見込まれます。 
 

現在 

【総務部会】 

【通学部会】 
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統合準備委員会の状況は、各戸配布のおたより、また市のHP でも地域にお知らせをしています。 
定期的に、地域・保護者の皆様に向けた説明会の開催を予定しています。是非ご参加ください！ 

ご意見・ご質問等ございましたら、掛川市教育委員会 教育政策課 学校再編室までお問い合わせください。 

〒436-8650 掛川市長谷一丁目１－１ TEL：0537-21-1155 FAX：0537-21-1222 
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＜専用のご意見フォーム＞ 
にご意見をお寄せください➡ 

＜日坂小学校・東山口小学校統合について＞ 
掛川市のホームページから情報発信中‼ 
こちらの QR コードからアクセスできます➡ 

日坂・東山地区を対象に保護者説明会を実施します。現在の市の方針について説明するとともに、保護者の

皆様のご意見を伺います。寄せられたご意見は、今後の通学支援の検討に反映します。 

【日時】 令和７年９月４日（木）午後７時 30分～ 

【場所】 日坂小学校３階 ６年生教室 

【対象】 日坂小学校区の保護者（就学前児の保護者もご参加いただけます。） 

掛川市は、以下の方針で通学支援を検討します。 

〇現状の小学校区は、通学距離４km以上が基準。 

〇再編・統合により通学先が変更する場合は、基準を 

3ｋｍ以上に緩和する。 

                                                 

【通学部会での ご意見】 

・小学校の低学年と高学年では歩く速度が異なる。低学年の子は、長距離を急かされながら歩くことになる。 

・通学距離を考慮して集合時間を早くすると、子ども達だけでなく保護者にも負担がかかる。  

・通学距離が３㎞未満でも、低学年の子ども達をバスに乗せることはできないのか。 

・夏場の気温を考えると、低学年の子ども達を１時間も歩かせたくない。  

・県道沿いに日影が無く、子ども達が歩き疲れても休憩できる場所がない。 

・長距離を歩いた後に授業を受けるのは、子ども達にとって負担が大きいのではないか。 

・タブレットを持ち歩くため荷物が重い。夏場は水筒も持ち歩くため、負担がさらに大きくなる。 

＼日坂・東山地区を対象に通学支援に関する保護者説明会を開催します／ 
 

スクールバスの運行費 580～690 万円 /年/台 

通学支援に係る予算 3,038 万円(令和７年) 
 

【財政上の課題】 

 

上記の基準を踏まえると、古宮・下町を除く 

児童が通学支援の対象になります。 

 

 

令和７年７月～  

令和８年 10月  
まで 

９月     

基準確定後 

令和９年３月 

通学支援実施基準の検討 

スクールバス運用方法の検討 

通学路の安全点検・整備要望 

保護者説明会 

支援対象を決定 

児童の洗い出し

試験登校 

 【日坂・東山地区】 

 

                                 

【検討スケジュール】 

【日坂小・東山口小統合後の通学支援について】 

 【今後の方針】 

 スクールバスの運行等は財政的な負担が大きく、 

通学支援の基準を大きく緩和することは難しい。 
 

【東山口小学校までの通学距離】 

３km未満     古宮、下町 
３～４km未満   川向、大野、本町  
４km以上     東山、佐夜鹿 


